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○
落
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て
（
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件
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一
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
起
業
者
の
名
称
　
大
月
市

二
　
事
業
の
種
類
　
大
月
市
新
庁
舎
建
設
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
拡
幅
工
事

三
　
起
業
地

1
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
大
月
市
大
月
二
丁
目
字
大
多
、
字
中
道
及
び
字
御
立
原
地
内

2
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
を
認
定
し
た
理
由

1
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

大
月
市
新
庁
舎
建
設
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
拡
幅
工
事
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い

う
。
）
は
、
大
月
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
行
財
政
運

営
の
効
率
化
等
を
図
る
た
め
に
新
庁
舎
等
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
う
ち
大
月
市
新
庁
舎
建
設
事
業
（
以
下
「
本
体
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三

条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の

他
直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
う
ち
本
体
事
業
に
伴
う
市
道
拡
幅
工
事
は
、
法
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る

「
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
」
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

2
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
令
和
四
年
度
末
に
「
大
月
市
新
庁
舎
整
備
基
本
構
想
」
及
び
令
和
五
年
度
末
に

「
大
月
市
新
庁
舎
整
備
基
本
計
画
」
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
等
を
策
定
し
、
本
件
事

業
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
な
方
針
を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
度
以
降
、
本
件
事
業
に

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
予
算
措
置
を
講
じ
、
令
和
七
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
予
算
措
置
を
講
ず
る

こ
と
を
確
約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

3
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

㈠
　
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

　
起
業
者
は
、
人
口
約
二
万
二
千
人
弱
の
市
で
あ
り
、
現
在
は
本
庁
舎
本
館
（
以
下
「
本
件
施

設
」
と
い
う
。
）
、
別
館
及
び
花
咲
庁
舎
の
三
棟
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
庁
舎
で
市
民
サ
ー

ビ
ス
及
び
防
災
対
策
等
の
拠
点
を
担
っ
て
い
る
が
、
特
に
本
件
施
設
に
お
い
て
は
耐
震
基
準
を

満
た
し
て
お
ら
ず
、
地
震
時
に
は
倒
壊
の
恐
れ
も
あ
る
等
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
う

こ
と
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
三
十
四
年
に
整
備
し
た
本
件
施
設
を
含
む
三
棟
は
老
朽
化
が
進
み
、
来
庁
者
の

安
全
対
策
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
等
が
不
十
分
な
状
況
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
庁
舎
の
老
朽
化
は
、
住
民
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
各
庁
舎
に
お
け
る
固
定
的
経
費
の
重
複
、
維
持
管
理
費
の
増
加
等
、
起
業
者
の
行

財
政
運
営
の
効
率
化
を
妨
げ
る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
本
体
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
新
庁
舎
等
を
整
備
し
、
別
館
及
び
花

咲
庁
舎
の
改
修
に
伴
い
、
分
散
し
て
い
た
機
能
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
起
業

者
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
行
財
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、
本
体
事
業
に
お
い
て
は
、
市
民
の
諸
活
動
の
場
と
し
て
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
も

計
画
さ
れ
て
お
り
、
行
政
と
市
民
と
の
協
働
を
育
む
環
境
の
構
築
も
期
待
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。
　
　

㈡
　
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
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一
四

る
。

㈢
　
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

　
以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

5
　
結
論

1
か
ら
4
ま
で
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
っ
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所
　
大
月
市
役
所
　
総
務
管
理
課

山
梨
県
告
示
第
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
白
井
甲
州
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
字
延
命
九
五
八
番
二
地
先
か

ら甲
州
市
塩
山
上
於
曽
字
籏
板
一
八
〇
九
番
一
地
先

ま
で

旧

六
・
〇
～

　
　
　
二
二
・
二

七
〇
五
・
〇

新

六
・
〇
～

　
　
　
八
八
・
八

七
〇
五
・
〇

一
六
・
〇
～

　
　
　
三
六
・
〇

一
〇
四
四
・
〇

公
　
　
　
告

　
本
件
事
業
の
起
業
地
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ

り
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
等
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
及
び
振
動
に
起
因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
等
に
つ
い
て
、
起

業
者
は
、
事
前
説
明
会
を
開
催
す
る
な
ど
地
域
住
民
に
も
配
慮
し
、
要
望
事
項
に
も
誠
実
に
対

応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢
　
代
替
案
と
の
比
較

　
本
件
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
利
便
性
、
交
通
事
情
等
を
考
慮
し
た
安
全

性
、
移
転
計
画
の
合
理
性
、
周
辺
土
地
に
与
え
る
影
響
等
社
会
的
技
術
的
及
び
経
済
的
な
要
件

を
考
慮
し
て
選
定
さ
れ
た
五
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
が
、
こ

れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
本
件
事
業
の
う
ち
本
体
事
業
に
伴
う
市
道
拡
幅
工
事
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
も
、
施

設
の
位
置
、
構
造
形
式
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈣
　
比
較
衡
量

　
㈠
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
㈡
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
㈢
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最

も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

4
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

㈠
　
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

　
起
業
者
は
、
基
本
計
画
に
お
い
て
、
事
業
完
了
年
度
を
令
和
十
一
年
度
と
し
て
い
る
が
、
用

地
買
収
・
設
計
・
建
設
等
に
五
年
余
り
を
要
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
本
件
施
設
は
、
老
朽
化
が
進
み
、
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
倒
壊
の
危
険
性

が
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
利
用
者
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
急
務
と

な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡
　
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

　
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
建
物
部
分
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
起
債
対
象
事
業
費

算
定
基
準
等
に
よ
り
、
ま
た
、
駐
車
場
等
に
つ
い
て
は
利
用
者
数
等
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と

さ
れ
る
面
積
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
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三
号
　
　
令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

一
五

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
甲
府
都
市
計
画
下
水
道

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
韮
崎
都
市
計
画
下
水
道

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

公
安
委
員
会

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
小
　
栁
　
津
　
　
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
自
動
車
保
管
場
所
証
明
電
子
化
シ
ス
テ
ム
機
器
　

一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
T
T
・
T
C
リ
ー
ス
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
二
番
七
十
号

五
　
落
札
金
額
　
二
億
八
十
万
四
千
三
百
四
十
円

◉
　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
上
野
地
区
湛
水
防
除
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ

て
完
了
し
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

◉
　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
鰍
沢
地
区
農
地
環
境
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
七
日
を

も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

◉
　
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
西
嶋
・
八
日
市
場
地
区
湛
水
防
除
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
六
年
四
月
十
日

を
も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
甲
府
都
市
計
画
公
園

二
　
縦
覧
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

◉
　
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
三
十
三
号
　
　
令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

一
六

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
六
年
十
月
三
日

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
小
　
栁
　
津
　
　
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
　
通
信
指
令
シ
ス
テ
ム
用
機
器
等
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
地
域
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

四
　
落
札
者

㈠
　
名
称
　
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

五
　
落
札
金
額
　
十
二
億
三
千
三
百
八
十
七
万
六
千
六
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
六
年
十
月
十
七
日


